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筆者は、2023 年 4 月から、総合文化研究科

からの流動教員として情報学環に籍を置いてい

る。最近は、「専門領域」を手短に記す必要が

あるときには、「現代イギリス政治外交史」と「国

際政治史」を併記することが多い。ここでの「国

際政治史」には様々なテーマが含まれるが、南

アフリカ共和国（1910 ～ 61 年は南アフリカ連

邦）の人種隔離政策（アパルトヘイト）をめぐ

る国際政治史は、その中の主なものの一つであ

る。以下では、断片的ではあるが、アパルトヘ

イト時代の南アフリカのマスメディアを題材に

して、国際政治史とメディア研究の接点につい

て考えるための手がかりを探ってみたい。

アパルトヘイト時代の後半にあたる 1970 年

代～ 80 年代の南アフリカでは、国民党のフォ

ルスター（B. J. Vorster）政権（66 ～ 78 年）、ボー

タ（P. W. Botha）政権（78 ～ 89 年）による報

道の自由への抑圧が深刻化していた。南アフリ

カではそれまで、アパルトヘイト体制の下で

も、ある程度の報道の自由が存在した。もちろ

ん、90 年代前半にアパルトヘイト体制が終結

するまでの南アフリカの自由や民主主義は、80

年代半ばの時点で約 480 万人で、人口の 14.8％

を占めるにすぎない白人の間に限られたもので

あった。そのことが、アパルトヘイトの本質的

な問題であったことは論を俟たない。

南アフリカ駐英大使ウォラル（Denis Worrall）

は、1984 年 11 月にケンブリッジ大学弁論部

（Cambridge Union）で行われた討論会で、「南

アフリカは自由な新聞を持っている」と述べ

た。しかし、同じ討論会に参加した『デイリー・

ディスパッチ（Daily Dispatch）』元編集長のウッ

ズ（Donald Woods）は、それに強く反論した。

そして、南アフリカの新聞の多くの編集長たち

も、ウォラルの見解に同意しなかった。85 年 3

月に、『スター（The Star）』編集長のタイソン

（Harvey Tyson）は、アメリカの報道の自由の

度合いを 100 とするならば、イギリスは 80、

イスラエルは 50 で、南アフリカは 40 にすぎな

いと述べている 1。だが、南アフリカにおける
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報道の自由に関する状況は、アパルトヘ

イトを厳しく糾弾していた他のアフリカ諸国で

しばしば見られた報道機関への統制や弾圧と比

べて、必ずしも劣悪であったわけではない。例

えば、南アフリカで発行される英語紙は、総じ

てアパルトヘイトに批判的な論調をとることで

知られていた。代表的なものには、先述の『デ

イリー・ディスパッチ』や『スター』の他に、

1876 年に今日の南アフリカ共和国に当たる地

域で最初の日刊新聞として創刊された『ケー

プ・タイムズ（Cape Times）』や、1902 年に創

刊されたヨハネスブルクを拠点とする『ラン

ト・デイリー・メイル（Rand Daily Mail）』な

どがある。

他方、南アフリカのアフリカーンス語新聞で

は、1948 年以降の歴代国民党政権とアパルト

ヘイト体制に肯定的な論調が目立った。そもそ

南アフリカのマスメディアとアパルトヘイト
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も、南アフリカの新聞において、アフリカーン

ス語で「分離」を意味する「アパルトヘイト

（apartheid）」が、白人至上主義に基づく国民

党の人種隔離政策を意味する特殊な用語として

最初に登場したのは、43 年 3 月 26 日の国民党

系日刊紙『ディー・ブルヘル（Die Burger）』

の社説であったとされる。南アフリカ連邦議会

では、44 年 1 月 25 日に、戦後の国民党政権で

最初の首相（48 ～ 54 年）を務めることになる

マラン（Daniel F. Malan）が提出した動議にお

いて、初めて人種隔離政策の意味で「アパルト

ヘイト」に言及がなされた 2。60 年 2 月には、

イギリス首相マクミラン（Harold Macmillan）

がケープタウンで演説を行い、「変化の風がこ

の大陸中に吹いている。私たちがそれを好むと

好まざるとにかかわらず、この民族的意識の高

まりは一つの政治的事実である。私たちはそれ

を事実として受け入れなければならず、私たち

の政策はそれを考慮に入れなければならない」

と述べて、南アフリカ政府に人種政策の修正を

促した 3。この演説に対して、当時の南アフリ

カ首相フェルヴールト（Hendrik Verwoerd）

が当初は反論を控える中で、率先して強く反発

したのも国民党系のアフリカーンス語新聞であ

る 4。

確かに、1976 年には、「国民党とアパルトヘ

イト体制に好意的な立場をとる唯一の主要な南

アフリカの英語紙」であった『シティズン（The 

Citizen）』が創刊された。しかしそれは、当時

の情報相ムルダー（Connie Mulder）の名前か

ら「ムルダーゲート」と呼ばれた 78 年のスキャ

ンダルで発覚したように、南アフリカ情報省が

不正資金を用いて作ったものだった。同じく「ム

ルダーゲート」を通して暴露されたように、情

報省による 1 億ドルの不正資金を用いた報道操

作や外国人ジャーナリストの買収なども日常化

していた。そして、84 年以降になると、深刻

化する「非常事態」5 への対応の一部として、

南アフリカ政府による報道の自由への抑圧はよ

り苛烈になっていく。アフリカ人指定居住区（タ

ウンシップ）での反政府活動をめぐり暴力的衝

突が激増したことへの対応として、南アフリカ

政府は、まず報道の規制を制度化し、それに続

いて、政府が認めない内容を掲載する新聞を発

行停止にする法律を制定した 6。より一般的に

も、南アフリカでは検閲が広範に実施された。

南アフリカ政府の任命に基づく複数の組織が広

範な権力を行使して検閲を行い、例えば 77 年

には、1246 の出版物、41 の定期刊行物、44 の

映画が禁止された。そして、禁止された出版物

のほとんどは、アフリカ民族会議（ANC）の

ような反アパルトヘイト運動組織を扱ったもの

だったため、「反対運動が何を行い、何を考え

ているのか、南アフリカ人はなかなか知ること

ができなくなった」7。

南アフリカでは、1950 年代～ 60 年代を通し

て、テレビ放送の導入を求める声に政府が抵抗

を続けており、テレビの実用放送が開始された

のは、76 年 1 月になってからである。60 年代に、

南アフリカ放送協会（SABC）に責任を有する

郵便電信相ヘルツォーク（Albert Hertzog）は、

「イギリスから最近帰国した私の友人たち」か

ら聞いたとする次のような話に言及した。「イ

ギリスの放送は白人と黒人の融合を継続的に宣

伝しているわけではないが、二つの人種が一緒

に生活しているのを見せないような番組を観る
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ことはできない」。それに対して、ヘルツォー

クが郵便電信相の職を解任されてから 1 年後、

南アフリカ政府はテレビ放送の導入の「望まし

さ」について調査するための委員会を設置し、

その委員会が 70 年 11 月に導入に肯定的な報告

を提出した 8。例えばイギリスでは BBC が 36

年にテレビ放送を開始し、第二次世界大戦期の

国防上の理由による放送中断の後、66 年までに

は 100 以上の中継局を通して人口の 99％以上の

居住地域で受信可能になっていたことと比べて
9、南アフリカでテレビ放送の開始が 70 年代半

ばまで遅れたことは、アパルトヘイト体制の抑

圧性の一端を示すものであろう。それはまた、

抑圧的な政治権力がマスメディア――特に視覚

的に訴える力が強い映像メディア――をいかに

恐れるかということを端的に示してもいる。

とはいえ、南アフリカでも、80 年代半ばま

でには、4 つのテレビ局が存在するようになっ

た（ただし、南アフリカのラジオとテレビの放

送は、政府が SABC を通して支配していた）。

白人のためにアフリカーンス語と英語で放送す

る第 1 テレビ局、アフリカ人のためにそれぞれ

異なる言語で放送する第 2 テレビ局と第 3 テレ

ビ局、そして、全ての「人種」を対象に軽い娯

楽番組を放送する第 4 テレビ局である。しかし、

85 年 7 月に「非常事態」が宣言された後、同

年 11 月には、「非常事態」の適用地域での映像

撮影が禁止された。それに対して、南アフリカ

の外国特派員協会は、この撮影禁止が「南アフ

リカの社会的な紛争のニュースが外側の世界に

届くことを防ぐ試み」であるという意味で、「検

閲の厳格な形態」であるとして非難する声明を

発表した。ただし、この措置によって、南アフ

リカでの騒乱や暴動の映像が海外で放送される

ことは減少した。早くも 11 月中には、ウォラ

ルが、イギリスのメディアにおける南アフリカ

への非難が「沈静化」し、制限が科された後の

ニュース報道には「かなり満足」していると語っ

た 10。

1980 年代は、人工衛星やケーブルを通した

情報通信技術（ICT）の進歩や各国での規制緩

和にともない、マスメディアや国際的なコミュ

ニケーションの手段が大きく発達した時代であ

る。80 年 6 月には、アメリカで CNN が世界初

の 24 時間ケーブルテレビ・ニュース局として

放送を開始し、84 年 4 月には、国際衛星回線

を通して CNN がアメリカ国外で最初に日本に

配信された。しかし、南アフリカの事例は、そ

うした状況でも、それぞれの国家が情報を管

理・統制する能力を必ずしも失ってはいないこ

とを示している。ただし、そのことで世界各地

の市民運動やマスメディアでのアパルトヘイト

への非難が大きく抑制されることはなく（むし

ろこの時期には、南アフリカでのアパルトヘイ

ト体制による弾圧とそれに対するアフリカ人た

ちの抵抗が強まる中で、国際的な反アパルトヘ

イト運動は高まりを見せた）、86 年 10 月にア

メリカで成立した包括的反アパルトヘイト法に

代表されるように、南アフリカへの厳しい経済

制裁が導入されていった。そうした中で、90

年 2 月のマンデラ（Nelson Mandela）の釈放、

91 年 6 月のアパルトヘイト法制の全廃、そし

て 94 年 5 月のマンデラのアフリカ人として初

の大統領就任という形で、アパルトヘイト体制

は終焉を迎えることになっていくのである。
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